
給付金対象者 以下の①～⑤に全てに該当する事業者の皆さまが対象です。

指定口座へお振り込みします。

最大給付額：70万円

給付額

一時支援金(1～3月):15万円

令和3年5月31日(月)～同年10月31日(日)までに、既に申請を行った同対象月分の重複申請及び給付はできません。

月次支援金(4～10月):一律5万円/月

令和3年11月1日（月）～令和４年１月７日（金）※郵送の場合は当日消印有効申請期間

オンライン又は郵送にて受付します。（オンラインの方が早く審査されます。）
＊新型コロナウイルス感染防止の観点から、対面窓口の設置はありません。

申請方法

千葉市の中小企業者向け支
援金の1月分から10月分の
うち、４か月分以上受給して
いる方に、一律20万円を追
加支給します。

※該当者に対し、個別に追加
支給の申請書を送付します。
また、追加支給は1事業者あ
たり一度のみの給付です。

追加支給のお知らせ

～10月分の追加と１月分から９月分の受付を再開～

追加支給金:20万円

中小企業者向け支援金のご案内



知書を郵送します。

申請書記載の口座に支援金の振込を行います。

対象要件や申請書の記載方
法など詳しくは申請の手引き
でご確認下さい。

業 種
下記のいずれかを満たす者

資本金 従業員の数

小売業/飲食業 5,000万円以下 50人以下

卸売業 1億円以下 100人以下

サービス業（生活関連サービス業、娯楽業
教育、学習支援、医療福祉、その他）

5,000万円以下 100人以下

旅館業 5,000万円以下 200人以下

ソフトウェア業/情報処理サービス業 3億円以下 300人以下

その他（建設業、製造業、運輸業、鉱業、
不動産業、旅行業、農林漁業、その他）

3億円以下 300人以下


